
■国土利用計画の性格 
 ・国土利用計画法に基づき、全国計画（第５次）及び長野県計画（第５次）を 

  基本として計画。 

 ・農地、森林、宅地などの利用区分に応じて土地の望ましい利用のあり方の 

  方向を示す。 

 ・土地利用に関する行政上の指針であり、飯田市土地利用基本方針の基本となる。 

■国土利用計画（第３次飯田市計画）の策定 
 ・本格的な人口減少社会の到来等を背景に、平成27年度に全国計画が改定され、 

  また、平成28年度に県計画が改定されたこと、リニア関連事業、三遠南信自動車 

  道等の土地利用をめぐる情勢の変化等を踏まえ、平成40年度を目標年次とする、 

  第３次飯田市計画に改定を行う。 

○全国計画（法第５条） 

 ・全国レベルの国土利用のあり方 

 ・地目ごとの考え方 

 ・地目ごとの目標 

○県計画（法第７条） 

 ・県レベルの土地利用のあり方 

 ・地目ごとの考え方 

 ・地目ごとの目標 

 ○第３次飯田市計画(法第８条) 

 ・市全体の土地利用の基本的な  

  あり方、理念 

 ・現状と課題、地域の特性  

 ・利用区分ごとの考え方と目標 

 ・必要な措置 

○飯田市土地利用基本方針 
 ・国土利用計画の実現のための 

  土地利用の具体的な方針 

 ・都市計画マスタープランとして 

  の位置付け 

 ・地区計画の方針 等 

 

◎今後の見直し 
 ・将来都市構造の交流拠点に「遠 

  山郷」を追加（H29年度中) 

 ・H25,26にリニアを見据えた方針 

  となるよう全体方針は変更済 

◎今後の見直し 

 ○都市計画 
  H29～30 

  ・都市計画道路見直し 

  ・用途地域の指定（駅整備区域、 

   重点協議区域、北条・丹保代 

   替地候補地） 

  このほか特定用途制限地域、地区計 

  画等の検討 

 ○農業振興地域整備計画 
  リニア等代替地への影響を考慮し、 

  全体的な見直しは当面保留 

 ○森林整備計画 
  H29 見直し 

 ○景観計画 

 ○緑の基本計画 
  両計画ともH25,26にリニアを見据え 

  た方針となるよう全体計画は変更済 

  H29以降、座光寺上郷道路、国道153 

  号、三遠南信自動車道の沿道等、リ 

  ニア駅周辺の景観について検討 

国土の利用に関する 

基本理念 

（法第２条） 

いいだ未来 

デザイン2028 
（飯田市総合計画 

平成29年度～) 

○地域土地利用方針 
 ・地区の実情に応じた土地利用計 

  画（現在８地区が策定） 

 

◎今後の見直し 
【上郷地区】H29.1月～ 

 ・国道153号から農免道路までの 

  間の土地利用の方向性 

 ・リニア駅周辺の用途地域と景観 

  育成 

【座光寺地区】H29.1月～ 

 ・代替地の検討を優先 

 ・土地利用の誘導・制限 

 ・座光寺上郷道路、国道153号沿 

  道等の景観育成 

地区別基本構想 
(20地区・随時策定中) 
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国土利用計画第３次飯田市計画の策定について 

○地域景観計画 
（現在７地区が策定） 

○地域緑の基本計画 
（現在１地区が策定） 
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土地利用基本方針 ※国土利用計画改定を受けて今後見直しを行う 
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